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船舶事故調査報告書 

 

                              令和８年３月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年１２月２６日 １０時５２分頃 

発生場所 山口県下関市下関漁港 

 下関岬ノ町防波堤灯台から真方位２５０°１,８２０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５６.５′ 東経１３０°５４.９′） 

事故の概要  引船天祐
てんゆう

丸は、巡視船かのを押航中、かのと共に西風に圧流され、

係留中のプレジャーボート君
きみ

榮
えい

丸、プレジャーボート昭
しょう

芳
ほう

丸、プレ

ジャーボート梨奈
り な

及びプレジャーボート姫
ひめ

丸に衝突した。 

天祐丸は、右舷船尾外板防舷物に擦過傷を生じ、また、プレジャー

ボート４隻は、アンカーロープの破断等の損傷を生じた。 

事故調査の経過 令和７年３月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

Ａ 巡視船 かの、３５８トン 

１４１０５５、国土交通省 

５０.４０ｍ（Lr）×８.５０ｍ×４.５２ｍ、 

アルミニウム合金 

ディーゼル機関３基、１１,０７０kＷ（合計）、 

平成２１年４月 

Ｂ 引船 天祐丸、１９.４４トン 

２９１－１７９９７山口、サンセイ株式会社（Ａ社） 

１１.８３ｍ（Lr）×４.１９ｍ×１.７６ｍ、鋼 

ディーゼル機関（船内機）、３５３.０４kＷ、昭和５６年８月 

Ｃ 引船 若力丸、１９トン 

２７３－４６５４山口、Ａ社 

１１.９４ｍ（Lr）×５.００ｍ×２.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関（船内機）、５６５.３kＷ、平成２年４月 

Ｄ プレジャーボート 君榮丸、５トン未満 

２９１－３５８７４山口、個人所有 

６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、６６.２kＷ、平成７年１２月 

Ｅ プレジャーボート 昭芳丸、５トン未満 

２９１－３４１６６山口、個人所有 
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６.１８ｍ（Lr）×２.０３ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関（船内機）、４７.８kＷ、平成６年５月 

Ｆ プレジャーボート 梨奈、５トン未満 

２９１－２８６３６山口、個人所有 

６.７２ｍ（Lr）×２.１６ｍ×０.５９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関（船内機）、５８.８５kＷ、平成元年４月 

Ｇ プレジャーボート 姫丸、４.８トン 

２９１－４２５７７山口、個人所有 

１０.５０ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関（船内機）、１８３.９kＷ、昭和５７年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ ドックマスター ７７歳 

二級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５６年３月２７日 

免 状 交 付 年 月 日 令和２年７月２９日 

免状有効期間満了日 令和７年７月２８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船尾外板防舷物に擦過傷 

Ｃ なし 

Ｄ 船首のたつ折損、右舷船尾外板に破損、船尾クリートの曲損 

Ｅ 船首係留ロープの破断、アンカーロープの破断 

Ｆ 船首左舷アンカーベット破損、アンカーロープの破断 

Ｇ 右舷船尾部に擦過傷、アンカーロープの破断 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ６、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮期  

下関市には、１２月２５日０４時１４分に強風注意報が発表され、

本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長ほか乗組員及びドック関係者が乗り組み、令和６年 

１２月２６日０８時３０分頃に下関漁港内のＡ社岸壁を出航し、下関

市六連島北方沖での海上試運転後、１０時４０分頃にＡ社岸壁の前面

海域に到着した。 

ドックマスターは、強風注意報が発表され、風速約１３m/s の西風

が吹く状況下、作業員と共にＢ船からＡ船に移乗した。 

ドックマスターは、Ａ船の操舵室で操船に当たり、接岸作業を行い

やすいようにＡ船を左転させて船首を北向きにした後、Ａ船のウォー

タージェットの水流が引船を使用する際の支障となるので、Ａ船の機

関のクラッチを切り、Ａ船の右舷船尾部からロープを取りＢ船を頭着

けさせ、Ａ船の右舷船首部にＣ船を右舷着け（Ａ船と船首方向を逆向

き）で横着けさせた。（図１参照） 
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Ａ船は、Ａ社岸壁に船尾着けで長期係留中のＡ社所有船舶（以下

「係留船」という。）の右舷側に左舷着けで横着けする予定となって

いた。 

ドックマスターは、Ａ船を後進させるため、Ｃ船に対して前進する

ように小型無線機で複数回指示したが、Ｃ船から応答がなく、Ａ船の

前部配置の作業員に確認させたところ、Ｃ船の小型無線機に感度がな

く、また、Ｃ船がスロットルレバーを操作しても主機が作動しないこ

とが分かった。 

ドックマスターは、Ａ船が、この約２～３分の確認作業の間、西風

を受け、対岸の小型船溜りに向かって圧流され、右舷船尾を押してい

たＢ船がＡ船と小型船との間に入り込んで脱出できない状態で対岸に

Ａ船 

Ｂ船 

Ｃ船 

図１ 事故発生状況の概要 

山 口 県

下関市 

係留船 

（無線中継器配置） 

下関漁港 

× Ｄ～Ｇ船 

西風 



- 4 - 

接近しつつあったので、Ａ船のクラッチを繋
つな

いで両舷機のバケットを

内側３０度に向けて前進とした。 

Ｂ船は、１０時５２分頃、右舷船尾部が小型船溜りに無人で係留中

のＤ船、Ｅ船、Ｆ船及びＧ船の各船尾部に衝突した。 

ドックマスターは、Ａ船が前進し始めた後、Ｂ船を小型船溜りから

離脱させ、Ａ船を両舷前進として北上させた。 

ドックマスターは、Ｃ船からスロットルレバーが復旧したとの無線

連絡を受けて、再びＡ船の右舷船尾部にＢ船を頭着けにさせ、Ａ船を

係留船に左舷着けさせた。 

Ａ社は、本事故発生を海上保安庁に通報した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) ドックマスターの実務経験 

ドックマスターは、約１０年の実務経験を有し、風速１５m/sま

での気象条件下における接岸操船の経験は豊富であった。 

(2) 小型無線機等の設置状況 

ドックマスター等が接岸作業時に使用する小型無線機は、係留

船に設置された無線中継器を使用して通話する子機タイプのもの

であった。 

無線中継器は、移動式であり、Ａ社敷地内で最も感度が良い係

留船の船上に設置されていた。 

Ｃ船の小型無線機に異状は認められなかった。 

(3) 小型無線機の電波の状況 

ドックマスターは、これまでも、小型無線機が船体の影等に

なって通話が途切れることがあったので、Ａ船を後進させようと

Ｃ船に左舵一杯として前進するように小型無線機で指示した際、

Ａ船の右舷船首部に横着けしたＣ船と無線中継器との間の電波が

Ａ船の船体で遮られ、Ｃ船との通話ができなかったと推定した。 

(4) Ｃ船のスロットルレバーの点検状況 

Ｃ船のスロットルレバーは、本事故後、Ａ社の機関担当者が点

検したが、異状は認められず、不具合が再現しなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

なし 

あり 

あり 

(1) 事故発生の状況 

Ｂ船は、約１３m/sの西風が吹く状況下、ドックマスターがＢ船

及びＣ船を使用してＡ船の接岸作業中、西風を受けて圧流された

ことから、右舷船尾部が小型船溜りに無人で係留中のＤ船、Ｅ

船、Ｆ船及びＧ船の各船尾部に衝突したものと考えられる。 

(2) ドックマスターからＣ船への指示状況等について 
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Ａ船に乗船していたドックマスターは、Ａ船を後進させよう

と、Ｃ船に対して左舵一杯として前進するように小型無線機で指

示しようとしたが、通信障害が発生したことから、ドックマス

ターの意図がＣ船に伝わらず、また、Ｃ船の主機の不具合を認知

することが遅れたものと考えられる。 

(3) 通信障害が発生した要因について 

通信障害が発生したのは、Ａ船に乗船していたドックマスター

とＣ船との間の通信が無線中継器を介して行われており、本事故

当時、Ｃ船と無線中継器との間にＡ船が位置していたことから、

通信電波がＡ船の船体によって遮蔽されていたことによるものと

考えられる。 

(4) Ｃ船がＡ船を押すことができなかったことについて 

Ｃ船がスロットルレバーを操作しても主機が作動しなかったの

は、本事故後のＡ社の点検で異状は認められず、不具合が再現し

なかったことから、スロットルレバーを操作しても主機が作動し

なかった状況を明らかにすることはできなかった。 

(5) Ｂ船がＤ船、Ｅ船、Ｆ船及びＧ船に衝突したことについて 

Ａ船は、Ａ社岸壁の係留船の右舷側に左舷着けで横着けする予

定となっており、Ｂ船及びＣ船を使用して接岸作業中、Ｃ船の主

機が作動せず、Ｃ船がＡ船を押すことができなかったことから、

Ｂ船１隻のみでは、Ａ船の西風（約１３m/s)による圧流を食い止

めることができなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、約１３m/sの西風が吹く状況下、ドックマスターが、Ｂ

船及びＣ船を使用してＡ船の接岸作業中、Ｃ船に対して小型無線機で

指示しようとしたため、通信障害によってＣ船の主機の不具合を認知

することが遅れ、Ｂ船によって風による圧流を食い止めようとしたも

のの、Ｂ船の右舷船尾部が小型船溜りに無人で係留中のＤ船、Ｅ船、

Ｆ船及びＧ船の各船尾部に衝突したものと考えられる。 

小型無線機の通信障害は、通信が無線中継器を介して行われていた

ことから、Ｃ船と無線中継器との間の通信電波がＡ船の船体によって

遮蔽されていたことによるものと考えられる。 

再発防止策 ドックマスターは、今後の同種事故等の再発防止のために次の対策

を取った。 

・ドックマスターは、接岸作業中の無線連絡の不通を防ぐため、Ａ

社に依頼してＡ社岸壁付近における接岸作業時等の電波状況を考

慮し、新しい小型無線機に交換した。 

・ドックマスターは、強風が吹く状況下、引船を配置につける際

は、圧流を軽減するために接岸される本船の船首を風上に向けた

状態とすることとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・ドックマスターは、接岸作業中に、支援に当たる船舶に不具合が

生じた場合、一旦、接舷作業を中止し、支援体制が確保されたこ

とを確認後、あらためて接岸作業を行うこと。 

・ドックマスターは、作業員及び引船との意思疎通に関して、無線

連絡が不通となった場合に備え、船舶に装備されたマイク又はハ

ンドマイク等、小型無線機以外の意思疎通の手段を確保しておく

こと。 

・ドックマスター、各船長等は、作業開始前に各船の無線機器、機

関、舵等の点検を行うこと。 

・港湾事業者等は、業務に必要な通信施設等の不具合を認めた場

合、早期に改善措置を講じること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

事故発生場所 

（令和６年１２月２６日 

１０時５２分頃発生） 

下関岬ノ町 

防波堤灯台 

山 口 県

下関市 

下関漁港 


